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　一般社団法人水産土木建設技術センターの

会員の皆様におかれましては、日頃より漁港・

漁場・漁村の整備の推進にご理解ご協力を賜

り心より感謝申し上げます。

　今年１月に事業課長に就任しました的野博

行と申します。よろしくお願いいたします。

また、事業課は、令和６年10月１日に整備課

から事業課に名称を変更し、調査担当が当課

に加わるなど一部の体制が変わりましたが、

水産基盤整備事業の実施という大きな役割は

変わっていません。引き続きよろしくお願い

いたします。

　令和４年に策定された「漁港漁場整備長期

計画」の計画期間も残すところあと２年とな

りました。この長期計画に掲げられた重点課

題への取り組みを着実に進めるほか、官民等

の関係者が取り組むべき技術課題と技術開発

テーマを取りまとめた「漁港漁場整備事業の

推進に関する技術開発の方向」に基づく諸課

題についても解決に向けて取り組むことが必

要となっています。このような中で、事業課

では、水産基盤整備事業のうち補助事業の技

術的審査や補助金手続き、直轄漁港漁場整

備、能登半島地震被害の直轄代行工事、漁港

ストックの長寿命化、漁港漁場整備における

課題解決のための調査、技術開発、積算基準

の設定等の業務を行っています。

　今回は、これら事業課の業務の中から、水

産庁本庁から直接に工事や設計の発注を行う

直轄工事の概要等についてご紹介します。

（１）能登半島地震直轄代行災害復旧

　令和６年１月に発生した能登半島地震によ

り石川県、富山県、新潟県において施設被害

が発生しました。「大規模災害からの復興に

関する法律」に基づき、狼煙漁港（狼煙地区）

について漁港管理者である石川県知事から、

鵜飼漁港海岸について海岸管理者である珠洲

市長から、それぞれ国の代行による災害復旧

工事の要請があり、これを受けて水産庁が事

業を行うこととなりました。

①狼
の ろ し

煙漁港（狼
の ろ し

煙地区）

　能登半島先端に位置する狼煙漁港は、珠洲

市にある第４種漁港であり、地元船による利

用のほか、近海で操業している漁船の避難港

としての役割を有しています。狼煙漁港の狼

煙地区の全体で１ｍ程度の隆起が発生したこ

とから、航路・泊地の水深が不足するととも

に、水面からの岸壁の上部までの高低差が大

きくなる等の被害が発生しました。

　水産庁では、令和６年４月から港口側の泊

地とそこに至る航路の浚渫工事を開始し、９

月に避難利用が可能となりました。その後も、

港奥側の泊地浚渫と隆起した岸壁の切り下げ

による仮復旧工事を実施し、今年３月に岸壁

の一部が陸揚げ等に利用可能となりました。

今後は、津波による被害を受けた防波堤の復

就任のご挨拶

水産庁漁港漁場整備部事業課長 　的野　博行

狼煙漁港、鵜飼漁港海岸の位置
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旧や岸壁の本格的な復旧等の工事を進めるこ

とで、早期に漁港機能の回復を図る予定とし

ています。

②鵜飼漁港海岸

　珠洲市の鵜飼漁港に隣接した海岸におい

て、海岸保全施設である護岸の倒壊や亀裂の

ほか、人工リーフのブロックが飛散する等の

被害が発生しました。

　鵜飼漁港海岸の背後地域の市街地は、津波

による被害が特に大きい地域であることか

ら、地元関係者による復興まちづくりの計画

を踏まえて復旧工事を実施することとしてい

ます。

③被災地への応援職員派遣

　被災後の初期段階で行うべきこととして、

施設の被害状況の把握があります。しかしな

がら、石川県、富山県、新潟県を合わせると

100を超える漁港の被害状況調査を迅速に行

うことは困難であったことから、全国から多

くの応援職員の派遣を得て調査が行われまし

た。この結果、令和６年３月時点で73漁港に

おいて施設被害が発生していることが確認さ

れました。

　その後は、直轄代行工事対象漁港を除き、

漁港管理者による施設復旧が進められていま

す。しかし、業務量に対して技術職員数が十

分ではない状況となっており、被災した県・

市からは、全国知事会、総務省を通じて、派

遣要請が行われました。これに対し、全国の

都道府県・市から職員派遣に対応いただき、

災害復旧事業の査定設計書作成、復旧工事の

発注事務等の支援を行っていただいていま

す。応援職員の規模は、被災直後の被害調査

や災害復旧事業への支援を含め、令和７年３

月時点で7,985人日となっています。被災地

に派遣され、復旧業務に従事された職員の方

に対して感謝を申し上げるとともに、派遣元

における業務調整や関係機関との連絡調整を

担っていただいた組織の皆様に、この場をお

借りして改めて御礼を申し上げます。

（２）フロンティア漁場整備

　水産庁では、我が国沖合域において、水産

資源の生産力を向上させる目的で、フロン

ティア漁場整備を行っています。制度創設の

平成19年度から令和６年度までに５地区で工

事を実施してきました。このうち、４地区が

マアジ、マイワシ、マサバを対象とした増殖

機能を持つマウンド礁であり、１地区がズワ

イガニ、アカガレイを対象とした保護育成礁

です。これらのうち２地区では既に工事が完

了し、これまでに一定の効果が確認されてい

ます。

　また、令和７年度予算では、新たに隠岐海

峡地区の着手が認められました。今後、特定

漁港漁場整備事業計画の策定手続き、構造検

討等を経て、工事を実施する予定です。

　水産庁では、今後も排他的経済水域におけ

泊地の浚渫工事（R6.6）　 　　岸壁の切り下げ工事
　　　　　　　　　　　　    （R7.1）

狼煙漁港の岸壁仮復旧工事完成のお知らせ
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る漁場整備を展開したいと考えていますの

で、国による事業に興味がある都道府県等に

おかれては、事業課までご連絡いただくよう

お願いいたします。

（３）糸満漁港直轄漁港整備

　糸満漁港は、沖縄県唯一の第３種漁港であ

り、沖合のマグロはえ縄漁やひき縄漁、イカ

釣り漁を中心とする水産業の流通拠点です。

この糸満漁港において、高度衛生管理型市場

が整備されることに伴い、水産庁の漁業取締

船の係留岸壁が困難となることから、新たに

直轄漁港整備により漁業取締船用の岸壁、泊

地の整備を行うこととなりました。令和２年

度から事業を開始し、現在は浚渫工事を進め

ています。今後は残土処理護岸や岸壁の工事

等を進めていくこととしています。

　今回は直轄事業についてご紹介しました

が、水産基盤整備事業を取り巻く環境が日々

変化していく中で、効率的・効果的に事業に

取り組むとともに、補助事業についても事業

主体が円滑に事業を推進できるようできうる

限り支援していきたいと考えています。今後

ともよろしくお願いいたします。

　

フロンティア漁場整備事業の概要
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水産公共事業に対する水産庁の市町村支援の取組

１．はじめに

　人口減少と産業構造の変化に伴い、地方公共団

体は厳しい財政状況が続くとともに、人員削減が

進み、技術職員の不足が問題となっている。漁港・

漁場・漁村・漁港海岸の施設を整備する水産公共

事業は、補助事業が中心であり、地方公共団体（漁

港管理者）等により行われている。特に、漁港管

理者の多くは市町村であるため、水産公共事業の

多くは市町村により実施されている。

　水産公共事業を実施していくには、計画策定、

予算要求、事業申請、工事発注、維持管理、災害

時対応等の様々な業務を行う必要があり、特に、

計画策定、工事発注、維持管理及び災害後の施設

点検や復旧業務には、水産、土木、海洋環境等に

かかる技術的、専門的な知見が必要となる。加え

て近年では、「激甚化する風水害や切迫する大規

模地震等への対策」、施設の老朽化の進行に伴う

「予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向

けた老朽化対策」も求められ、昨今は建設業の働

き方改革の推進への対応も不可欠である。担当職

員・技術職員が不足する市町村であっても、施設

の適切な維持管理を進めながら、新たな要請に応

えていくことが求められている。

　そこで、水産庁では、関係団体等と連携しなが

ら、漁港管理者等である市町村からの要請などを

踏まえながら、市町村担当者を技術的に支援して

いく取組を進めている。

２．市町村における漁港漁場担当職員の実態

　漁港の管理は、全国2,777漁港（令和６年４月

１日現在）のうち、都道府県による管理が814漁

港、市町村による管理が1,963漁港となっている。

管理者の内訳は、都道府県管理者数が38団体、市

町村管理者が403団体となっており、漁港管理者

に占める市町村の割合が非常に大きいことが特徴

である（表－１）。

　

　水産庁では、漁港管理者（403市町村）におけ

る漁港・漁場の整備及び管理に係る実態について

平成31年及び令和３年、令和５年、令和６年とア

ンケート調査を行った。この結果、市町村におけ

る技術系職員の配置状況をグラフ化したものが

図－1である。

　担当技術系職員数の構成が０名または１名であ

る市町村が、全体の約７割となるなど厳しい状況

であることがわかる。また、全403市町村におけ

る漁港漁場の担当職員の平均職員数は1.89人で４

年前と比較して約７％減少している。そのうち、

特に技術系職員は1.16人と、同じく４年前の調査

時点と比べ約８％減少しており、市町村担当者の

置かれた状況は一段と厳しくなっている。

　また、職員の在籍年数に関しては、在籍年数が

長い職員を有する市町村ほど、平均管理漁港数が

前　水産庁漁港漁場整備部事業課課長補佐（企画班）　中西　豪

表ー１　漁港管理者と漁港数

38 403 441

814 1,963 2,777

図ー１　市町村（全403 漁港管理者）における漁港
　　　　漁場の担当技術職員数（管理職を除く。）
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多い傾向にある。３割近い市町村において、５年

以上在籍する職員を配置している状況があり、４

年前から大きな変化は見られていない。在籍年数

の長い職員が多くの業務をこなせることから、当

該職員の異動を難しくしている状況があることも

考えられ、円滑な引継ぎや後任者の早期育成を支

援していくことが重要と考えられる。

　水産庁では、これらの状況を鑑みつつ、市町村

を中心とした漁港管理者による事業の実施に係る

支援策として、「業務手引書の作成」、「発注者支

援制度創設」、「災害時技術支援」、「相談窓口の設

置」等を進めてきた。本稿では、これら主な支援

策について紹介していきたい。

３．漁港漁場整備事業の実務の手引き

　「漁港漁場整備事業の実務の手引き」（図－２）

は、初任者でも漁港漁場整備事業の実務の一連の

流れ（計画、予算要求、事業申請、工事発注、管

理等）を容易に理解して、早期に実務に携わるこ

とができるように考え、策定した冊子である。令

和２年３月に策定し、水産庁のHPにも掲載して活

用を促している。より利用しやすくなればとの思

いから毎年更新して内容の充実を図っており、現

在は令和５年度版（第４版）を水産庁HPにて公開

している。

　

　【本手引きにおける主な掲載内容】

・漁港漁場整備事業の実務の流れ：計画策定から

予算要求、事業執行に係るまでに必要となる手続

きについて一連の流れを図示して解説。

・事業制度の概説：漁港、漁場や水産物の流通に

関する課題と各現場条件を下に、支援メニュー（補

助事業の種類）を概ね選定できるよう「早見表」

を掲載。

・計画書の作成方法：実際の事業計画書の作成例

を掲載しながら、記載すべき内容と留意点などに

ついて解説。

・予算要求と交付申請：予算要求を行う際に必要

となる手続きと方法、作成が必要となる書類等に

ついて参考文献とともに解説。

・事業の執行と台帳調整：事業実施の際、完了の

際に必要となる手続きや必要書類について、記載

事例を基に作成方法や留意点等について解説。

・「よろず相談窓口」に寄せられた過去の相談事

例（６事例）についてQ＆A形式にて概要を紹介。

令和５年度版では、よろず相談Q＆A事例を追加す

るとともに、よろず相談等で問い合わせの多い、

制度や支援対象についての質問に応える形で、近

年における新規拡充事項の解説を追加している。

４．水産関係公共事業等発注者支援機関の認定

　水産庁では、漁港漁場整備事業の実施者自らが

発注関係事務を適切に実施することが困難な場合

に、品確法第21条第４項に基づいて、その事務を

行うことができる者を認定する「水産関係公共事

業等発注者支援機関認定制度」を導入している。

技術者が不足する市町村にとって重荷となりがち

な発注関係事務が的確に実施できる公的な支援制

度である。令和２年７月に厳選なる審査を行い、

4者を支援機関と認定した。当該制度の活用実績

は、令和２年度に22件だったものが令和３年度に

74件、令和４年度には77件となるなど着実に浸透

してきている。具体的な支援業務は、積算業務や

設計業務の委託、工事発注における技術支援、災

害復旧にかかわる協定の締結に加えて、施工管理・

現場技術業務についての依頼等も見られている。

今後は、これまでの実績を踏まえ、利用しやすい

環境を整えることについても検討していくことと

している。

５．災害発生時の現地調査と技術支援

　農林水産省では、災害被災地の早期復興を支援

するため、災害発生時に職員派遣（MAFF-SAT【農

図ー２　漁港漁場整備事業の実務の手引き
（掲載内容の一例）



− 6 −

林水産省・サポート・アドバイスチーム】）を行っ

ている。

　災害により甚大な水産関係被害が確認された場

合、水産庁では、本庁各課と各漁業調整事務所が

連携し、①水産関係被害状況の迅速な把握のため

の現地調査、②災害からの復旧・復興に向けた技

術支援を行っており、これまで、令和元年度延べ

54人・日、２年度延べ66人・日、３年度延べ18人・

日、また、４年度には、石川県能登地方地震で被

災した石川県、８月豪雨により内水面漁業などに

大きな被害が生じた新潟県、台風第11号により漁

港施設等に甚大な被害が発生した長崎県、台風第

14号により養殖業などに大きな被害を生じた大分

県、宮崎県へ延べ14人・日を派遣してきた。また、

令和６年１月に発生した能登半島地震に対する対

応のため、令和５年度から令和６年度にかけ、延

べ169人・日の水産庁職員を派遣している。

　特に技術支援については、水産被害に対する支

援策の説明だけでなく、漁港施設、海岸保全施設、

漁場施設及び水産業共同利用施設（荷捌き所、養

殖施設や種苗生産施設など）に関しては、都道府

県現場事務所、市町村や漁協の職員に対して直接、

被災した個別の施設の復旧方針や災害復旧申請に

ついての具体的な助言などを行っており、被災地

の速やかな復興の支援に取り組んでいる。

６．相談窓口の創設と充実

６ー１　漁港漁場整備に係る「よろず相談窓口」

　水産庁では、漁港漁場整備事業の実施にあたり

発生する疑問点等に関して、特に相談先がわから

ない状態については早急に解消することが重要と

考え令和２年度より、「よろず相談窓口」を開設

している。市町村を指導監督する立場である都道

府県においても、人員削減や技術者採用の抑制の

影響等により経験者が減少し、かつてに比べ、余

裕がなくなっているとの声も聞かれることから、

相談のしやすさを重視して、相談内容は幅広く受

け付けることとしている。また、維持管理等に必

要となる技術に関することなど、特に専門性が高

い事項については、問題解決に当たって技術面で

適切にサポートできるよう、関係団体・研究機関

とも連携して回答できる体制を構築した。

　これまでの相談件数は、令和２年度18件、令和

３年度31件、令和４年度11件、令和５年度25件、

令和６年度においては13件で合計98件（R6.2.28

現在）となっている。これら寄せられた相談案件

を整理し、大まかに分類したものが（表－２）で

ある（ご相談は、複数の事項に跨っているものや

様々な側面があるものが多く、明確な分類は難し

いため、大まかな分類としている）。

　相談内容の中で特に目立つのは、「漁港の管理」

に関するものとなっている。背景として事業実施

から長い年月が経過し、整備された施設の活用方

法などに変化が生じることで、施設の処分や撤去、

占用・利用などについて、様々な問題が発生して

いる状況が想像できる。次に多い「漁港海岸」に

写真　現地調査状況（台風第11号により転倒
　　　した防波堤）

事業

図ー３　よろず相談窓口の体制

表ー２　よろず相談の案件概要
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おいても、その管理や利用者となる地域ニーズへ

の対応に多くの問題を抱えており、これらが昨今

の漁港管理者にとって大きな課題となっている様

子が伺える。また、これに関連して、漁港施設の

利用調整に分類される相談概要に注目すると、放

置艇に対する撤去や代執行等の問題が目立ってい

る。かつてブームとなったプレジャーボートが空

き家問題と同じように関係者を悩ませている状況

があることが分かる。

　そのほか、施設の設計方法、実施段階での施工

の仕方などの事業実施上の技術的な疑問に関する

内容、事前調査や計画段階における手続きに関す

るご相談や類似事例を紹介してほしい等の相談も

多くみられた。さらには、支援制度の種類に関す

るご質問や、補助事業の支援対象範囲、調査・計

画策定をする際の基準や考え方等に関する相談も

多くみられた。これらの質問の概要については、

水産庁のHPにも掲載している。

　更に、ご質問への回答の後には、フォローアッ

プも行っており、その後の事業進捗や追加の疑問・

問題が発生していないかなどについて伺ってい

る。また、回答作成の際、水産庁内の担当部局よ

り協力いただいていることから、関係する各担当

者が、別の場面でよろず相談窓口にご質問のあっ

た事項についてより丁寧に説明していくなど、本

来業務へのフィードバックすることも重要な役割

であると考えている。

６ー２　海業振興総合相談窓口（海業振興コン

　　　　シェルジュ）

　漁村は、全国平均を上回る速さで人口減少や高

齢化が進行し、活力の低下が深刻な問題となって

いる。このため漁港管理者においても、漁港の水

産物を生産・流通する場としての機能に加え、豊

かな自然や漁村ならではの地域資源の価値や魅力

を生かした海業（うみぎょう）の推進により、地

域の所得向上と雇用機会を確保していくことが重

要な責務となっている。令和４年３月に閣議決定

された水産基本計画及び漁港漁場整備長期計画に

おいても漁港を海業に利活用するための仕組みを

検討していくこととしている。しかしながら、漁

港・漁村における海業に対するポテンシャルは高

いものの、民間を中心としたさまざまなアイディ

アを具体化していくためには、行政財産の利活用

や制度の壁、利用者間の調整等様々な課題を解決

していくことが必要となる。このため、地元自治

体である市町村だけでは解決できない様々なニー

ズを具体化するための総合窓口として、令和５年

１月より水産庁内に海業振興コンシェルジュ制度

を設置した。漁港の利活用制度、計画に関するこ

とや利用調整に関すること、漁港利用のマッチン

グ、サウンディング、他省庁を含め各種支援制度

や取り組み事例の紹介など、海業振興に関係する

相談事項であれば何でも対象とし、どなたでもご

相談いただけるようにしている。

７．おわりに

　建設業全体の技術者・技能者不足の問題は、よ

り顕著となっている状況である。漁港漁場の施設

の老朽化が進行する中、将来にわたって漁港漁場

の整備を確実に実施していくためには、品確法の

改正に併せ、建設業界の働き方改革を進める必要

がある。また、工事の発注に当たっては、現場実

態に合わせつつ、適切な工期を設定する必要があ

る。他方、漁港の大半を占める第一種漁港等の主

な漁港管理者である市町村の方々において、技術

者が少ない状況を鑑みると、適宜適切なサポート

を行う必要がある。

　今後とも、より現場の悩みを共有し、効果的に

対策を講じる支援について、模索していきたいと

考えている。

ホーム>分野別情報>漁港・漁場・漁村に関する情

報>よろず相談窓口

（https://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_

yorozu/index.html）

事業

図ー４　海業振興総合窓口の設置
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水産基盤整備・維持管理に係る市町村支援のための
連絡協議会の開催について

１.　はじめに

　令和７年３月５日（水）に東京都中央区築地

の東銀座会議室において、漁港・漁場関係の５

団体で構成される「水産基盤整備・維持管理に

係る市町村支援のための連絡協議会（以下「連

絡協議会」という。）」の令和6年度の協議会を

開催しましたので、その内容等について報告し

ます。

２.　連絡協議会について

　この「連絡協議会」は、市町村などにおいて

技術者が不足する状況下において、地方公共団

体が取り組む水産基盤整備事業の実施、関連施

設の維持管理等が円滑に実施できるように支援

することを目的として、平成31年４月24日に発

足したものです。漁港・漁場関係の５団体（(公

社)全国漁港漁場協会、(一財)漁港漁場漁村総

合研究所、(一社)全日本漁港建設協会、(一社)

漁港漁場新技術研究会、(一社)水産土木建設技

術センター）が結集し、市町村支援の様々な活

動を行っています（当センターが協議会の事務

局を担当）。

３.令和６年度連絡協議会の概要について　

（１）あいさつ

　冒頭、当センター理事長でもある吉塚連絡協

議会会長から、昨年1月に発生した能登半島地

震の災害復旧業務に取り組んでいるが、能登地

域の復興についてはまだ緒についたところであ

り今後さらに進んでいくものと思われる。

　一方、能登半島だけではなく、周防灘、日向

灘等の全国各地でも地震災害等が発生してお

り、各地で頻発する災害に対応する災害復旧に

ついては今後も喫緊の課題となると認識してい

る。加えて市町村や各団体の職員の人材難に苦

労しているなか、本協議会では各団体が協力し

ながら、市町村支援活動が円滑に実施できるよ

うに傾注努力しているところであり、今後も引

き続き、円滑な市町村支援を実施できるよう、

忌憚のないご意見を頂きたい旨の挨拶がありま

した。

　

　また、オブザーバーとして出席した水産庁事

業課の中西課長補佐からは、市町村等において

は従来と同様に技術者が不足する状況について

は変わっていない。国交省の公共事業実施分野

でも同様の悩みがあり、相応に大規模な市町村

においても技術者がいないため事務担当者が発

注業務を担当していることがあると聞いてい

る。水産基盤整備分野では、各団体からの支援

を得ており、今後も事業実施や維持管理が効率

的にできるように引き続き、ご支援ご協力をお

願いしたい旨の挨拶がありました。

（２）事業報告

　連絡協議会を構成する５団体から令和6年度

の活動状況について報告があり、加えて、オブ

ザーバー参加の（国研）水産研究・教育機構水

産技術研究所環境・応用部門水産工学部より、

「地方公共団体担当者を対象とした漁港・漁場・

当センター　普及部

吉塚連絡協議会会長あいさつ
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海岸の施設の設計にかかる相談会」を開催した

ことが報告されました。さらに、水産庁におけ

る市町村支援の状況について情報共有を受けま

した。

（３）意見交換

　事業報告に引き続き、質疑応答及び意見交換

を行いました。その概要は次のとおりです。

①市町村への広報活動の実施のためには、地方

開催の講習会への講師派遣などの機会を利

用すべきである。特に、オンラインを活用し

た情報提供も検討すべきである。

②都道府県へのPR活動を通じて本協議会の活動

や情報が都道府県から市町村へさらに浸透

出来ると望ましい。

③大規模災害の際の災害復旧に支障がでないよ

う事業の円滑な実施のための支援体制の確

立が必要である。

④パンフレット及びホームページについて最新

情報へ更新して、引き続き市町村などへ配布

周知すべきである。また、海岸事業に対して

の支援も記述すべきである。

４．おわりに

　これからも全国の漁港等を管理する市町村の

方々に、連絡協議会で行っている市町村支援の

内容を広く周知するとともに、技術者が不足す

る市町村の要請に応じて支援を推進してまいり

ます。

　何かお困りの事項や相談があれば、連絡協議

会の事務局である当センターまでご一報ください。

市町村支援連絡協議会の詳細については、

こちらのホームページをご覧ください

https://www.fidec.or.jp/shichouson - shien

又は

漁港漁場　市町村支援
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令和６年度磯焼け対策全国協議会について

１．協議会の開催　

　磯焼け対策に取り組む関係組織や活動団体等

に対して、令和５年度までに把握・整理した藻

場保全や磯焼け対策に資する成果を共有する場

として、磯焼け対策全国協議会（以下、協議会

という）が毎年度開催されています。令和６年

度は、水産基盤整備調査委託事業の一環として

当センターが事務局の一部を担い、協議会を令

和７年１月24日に東京大学伊藤謝恩ホールで開

催しました。昨年と同様に、今年度も約350名

の民間事業者や自治体の方々にご出席頂きまし

た。

２．協議会の概要

　水産庁漁港漁場整備部の中村隆部長より開会

のご挨拶をいただいた後、昼休憩を挟んで計10

件の報告等が発表されました。磯焼け対策に関

して各地域から４件の報告を頂き、加えて近年

のトピックスとして藻場保全・ブルーカーボン

等に関する６件の発表、最後に「特別上映」と

して映画「ここにいる、生きている。」ハイラ

イト版を上映いたしました。（表－１）。

　特に海水温上昇やブルーカーボンに対する取

り組みへの関心は高く、活発な質疑・意見が交

わされました。

当センター東京本部　調査研究部　齋藤　論理

図ー１　会場の様子

図ー２　水産庁漁港漁場整備部中村部長の挨拶

表ー１　発表要旨
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３．当センターからの発表内容

　当センターからは、水産基盤整備調査委託事

業「海水温上昇に対応した藻場整備における検

討調査」における取組を、完山主任研究員より

発表しました。

　令和５年度に作成した「海水温上昇に対応し

た磯焼け対策手法（暫定版）」の改訂を行うため、

図－３の様々な実験を行いました。また、今年

度の調査結果や既往知見をもとに令和７年度ま

でに対策マニュアル「海水温上昇に対応した磯

焼け対策手法（暫定版）」を改訂することを目指

しています。これを充実した内容とするために、

令和７年度も更なる知見の収集・解析や海域実

証、植食魚への対策手法を実施・検討していき

ます。

図ー３　主な調査内容
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４．参加者からの意見　

　協議会の参加者にアンケートを実施してお

り、今後協議会で取り上げて欲しいテーマとし

ては、今回のトピックスとなった「高水温への

対応」「ブルーカーボン」以外にも、「人手不足

への対応」「実行的・効率的モニタリング」「植

食性魚類対策」といった現場で苦慮している事

柄への関心が特に高いことが把握できました。

また、参加者が藻場保全にどのように関与して

いるのかをアンケートで聞いたところ、指導助

言やサポート、保全活動実施の３つが多く、現

在藻場保全に関わっていない方も多数協議会に

参加されていました。

図ー４　アンケート調査結果

５．今後の展望　

　本協議会は、来年度も開催予定となっていま

す。参加者からの意見やニーズに着目しつつ、

最新の磯焼け対策の現状や技術、ブルーカーボ

ンの動向などをテーマとして今後も盛り込んで

いく予定です。

　また、アンケートの結果から、藻場に関する

情報は他業界からも注目度が高いことがわかり

ました。今後、磯焼けの現状を一般の方にも興

味を持って頂くために、より一層協議会の運営

に力を入れていく所存です。
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災害復旧支援協定の締結状況について

１．はじめに

　一般社団法人水産土木建設技術センター（以

下「当センター」という。）では、予め災害発

生時の対応のための体制を整えて被災した漁港

等の施設の迅速な復旧を図ることを目的に、当

センター会員で希望する市町村と災害復旧支援

協定（以下「協定」という。）の締結を推進し

ています。

　主な支援内容としては、被災した市町村から

支援要請を受けた場合、必要に応じて当セン

ター職員が現地に出向いて被災状況の確認と応

急復旧の必要性を検討するとともに、提出期限

が迫る「災害速報」の作成と応急復旧の協議を

支援します。また、要望に応じて災害査定から

復旧工事の完了までを支援しています。

２．直近の協定締結状況

　当センターは、平成30年８月１日に島根県松

江市と初めて協定を結んで以降、令和６年10月

31日現在、協定締結総数は62市町村を数えるま

で増えました。今回は会報148号で報告した以

降に協定締結した２市町をご紹介します。

（１）愛媛県上島町

　令和７年１月21日、愛媛県上島町との協定締

結式を上島町役場弓削総合支所において行いま

した。上島町からは上村俊之町長、当センター

からは吉塚靖浩理事長が出席して協定書を取り

交わしました。

　上島町は、愛媛県と広島県の県境にある瀬戸

内海の25島で構成され、平成16年10月当時の弓

削町・生名村・岩城村・魚島村の４町村が合併

し誕生しました。漁港は第１種漁港の岩城・弓

削・高井神・篠塚並びに江ノ島漁港を管理し、

他にも地方港湾が５港と瀬戸内海の地形を活か

して多くの港が存在しています。平成６年４月

17日の豊後水道地震では、震源地に近かったも

のの、幸いにも被害報告はありませんでした。

　締結式署名後には、上村町長から「協定を締

結したことでより迅速な復旧が可能となる」と

の発言があり、吉塚理事長からは「上島町と共

に防災対策を進めたい」と挨拶がありました。

　なお、魚島の鯛は瀬戸内海で育まれ、外海と

違い潮流の速い海で育って身が締まり、美味こ

の上なく称賛されています。

　また、生名島は、活車えびの特産地で、他に

も岩城島にはレモン以外にも瀬戸内の気候が育

んだ様々な柑橘類が揃っています。

写真―１　上島町 災害支援協定締結式

図―１　上島町漁港位置図
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（２）長崎県大村市

　令和７年２月18日、長崎県大村市との協定を

締結しました。これにより、長崎県内で漁港を

有するほぼすべての沿海市町と災害復旧支援協

定を締結することができました。

　大村市は、長崎県の本土側の中央部、大村湾

の東側に位置し、漁場となる大村湾は閉鎖性の

強い内湾となっており、長崎県の空の玄関口で

ある長崎空港が湾内にあります。

　漁港は、第１種漁港の松原漁港と東浦漁港の

２漁港を管理しています。漁業は、小型機船底

びき網漁業、一本釣漁業、はえ縄漁業、かご漁

業等を主体に、複数の漁業種類を組み合わせた

漁業が営まれており、冬場に小型機船底びき網

（なまこ桁びき網）や鉾突きで漁獲されるナマコ

は地域の特産種となっています。

写真―２　大村市　松原漁港

写真―３　大村市　東浦漁港
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４市町
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長崎県における海業の取組事例について

１．はじめに

（１）長崎県の概要

　長崎県は全国の約12％にあたる約4,200kmの海

岸線を有しており、この複雑な海岸線に面した海

域では、海流や海底地形の恩恵を受けて四季折々

に多くの魚が育まれ、本県で取れる魚種は350種

以上と言われている。また、恵まれた海域の特性

を活かし、魚類・貝類・藻類・真珠などの養殖業

も盛んであり、本県の漁業生産量は全国第２位（農

林水産省「海面漁業生産統計調査」令和５年度概

数値）となっている。

　一方、長崎県内には226漁港（うち県営51漁港、

市町営175漁港）という全国有数の漁港があり、

さらに県内には無人島を含めると約1,500の島々

がある全国一の離島県でもある。離島振興法に基

づく離島振興対策実施地域の指定を受けた有人島

51島では約11万人が生活しており、これは県人口

の約９％、全国の法指定有人島人口の約33％を占

めている。県内の226漁港のうち半数以上の133漁

港が離島に位置しており、本土と離島や離島間を

結ぶ定期航路について、離島側では漁港施設が多

く利用されている。このような漁港施設は離島で

の生活全般を支えるインフラであり必要不可欠な

施設となっている。

　このような状況の中、漁港漁場整備法の改正に

よる漁港施設等活用事業の創設など海や漁村の地

域資源の価値や魅力を活用する事業である「海業」

の機運が高まっており、長崎県内でも主に地元漁

協を中心として海業の取り組みが行われている。

本稿では長崎県独自の取組である「海業チャレン

ジ応援事業」及び国の新規事業である海業取組促

進事業に対応した「長崎県海業取組促進事業」を

紹介するとともに、県内の海業の事例であり水産

庁の「実証的に海業の計画策定に取り組む地区」

及び「海業の推進に取り組む地区」に選定された

「奈良尾地区」及び「海業モデル地区」及び「海

業の推進に取り組む地区」に選定された「上対馬

地区」の事例について紹介する。

２．長崎県内の海業取組事例について

（１）海業チャレンジ応援事業

　長崎県内には62の漁業協同組合（漁協）があり

漁業生産量・魚種・漁港数が多いといった強みが

ある一方で、海業を取り組むためには漁協と観光

事業者との連携不足や都市部から遠いといった

弱みがある。そこで、漁協等をキープレイヤーと

する海業コンテンツを県内各地に創出することを

目的に、意識醸成やコンテンツの作り込み等観光

部局と連携した海業推進スキームにより支援する

「海業チャレンジ応援事業」を県単独事業として

令和５年度より実施している（担当部局は水産部

漁政課）。

　海業推進スキームは①県内への情報提供②先進

地キーパーソンの招聘③海業コンテンツの作り込

み④立ち上がり支援⑤モニターツアーの実施を組

み合わせ、漁協等をキープレイヤーとする海業コ

ンテンツを県内各地に創出し、海業を通じた漁業

者の所得上等を通じて持続的で活気ある漁村地域

の実現を目指すものである。

（２）長崎県海業取組促進事業

　水産庁の令和６年度補正予算として「海業振興

緊急支援事業」が実施されることとなり、その中

の海業取組促進事業が都道府県を通じた間接補助

事業となっていることから、長崎県においても令

和６年度補正予算として「長崎県海業取組促進事

業（海業振興支援事業）」を新規事業として立ち

上げ、令和７年２月定例県議会において成立した。

前 長崎県 水産部 漁港漁場課長　本多　健一

〈会員の皆様のページ〉
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写真ー１　岸壁への多層係留状況

写真ー２　漁船用浮桟橋への係留状況

　本事業を行うにあたっては、新規事業でありな

がら国の補正予算としてスタートしたことにより

非常に短い期間で対応する必要があったものの、

本庁水産部の課を跨って事務職・水産職・土木職

が協力するとともに、出先機関や市町においても

水産職と土木職が連携して漁協と接触するなどの

協力体制により、３月末時点で無事に県内７か所

の海業取組促進事業計画が国から承認された。今

後は交付申請等の手続きを経て各地区で漁協等を

中心に独自の取り組みが行われる予定である。

３．奈良尾地区の事例

（１）奈良尾地区の概要

　奈良尾（ならお）漁港は九州最西端にある五島

列島に位置する長崎県の新上五島町に位置する第

３種漁港であり、大中型まき網漁船の準備・休け

いの基地等の地域水産業の中核的な根拠地となっ

ている一方、本土及び五島市福江島との間にフェ

リー及び高速船（ジェットフォイル）の定期航路

が就航する人流の拠点ともなっている。加えて、

離島ならではの豊かな自然等を活かして近年寄港

需要が増加しているヨット等の受け入れ拡大に向

けた取り組みに力を入れており、令和６年３月に

海の駅に認定されたことで今後もヨット等の寄港

増加が見込まれている。

　しかし、近年のまき網漁業の規模縮小により漁

港内に低利用の岸壁や用地等が生じており、これ

らの有効活用が課題となっていたものの、漁業活

動に支障をきたすという抵抗感も根強く、積極的

な活用までには至らない状況であった。

（２）奈良尾地区の海業の取組

　法改正により海や漁村の価値や魅力を活かす

「海業」を展開できる制度が創設される見込みが

できたことをきっかけに、令和５年10月に地元漁

協、まき網漁業会社、定期航路運航者、観光協会、

その他地域関係者が中心になって「奈良尾漁港賑

わい創出協議会」が設立された。協議会には漁港

管理者である県や地元自治体である新上五島町も

オブザーバーとして参画しており、令和５年12月

には水産庁が募集する「海業の推進に取り組む地

区」に応募して選定されるとともに「実証的に海

業の計画策定に取り組む地区」にも選定された。

交流人口の拡大や水産物を中心とした地場産品の

消費拡大を図ることによって、地域の所得向上と

雇用の場の創出に繋げ、かつての漁村集落の賑わ

いを取り戻すことを目指すこととし、定期的に協

議会を開催している。

　協議会において奈良尾漁港を「まき網漁業の準

備・休憩エリア」「定期航路ターミナルエリア」「交

流エリア」とゾーニングし、特に交流エリアを中

心に様々な取り組みの検討を進めているところで

ある。交流エリアで核となるのがヨット等の受入

事業であり、現在はヨット等を既存の旅客定期船

用浮桟橋と漁船用浮桟橋の２基で受け入れている

ものの、ゴールデンウィーク等の多客期には既存

の浮桟橋だけでは受け入れができず、既存のまき

網漁船用岸壁を活用して係留させる必要があっ

た。令和６年度においては多客期に浮桟橋へ係留

できなかったヨットが岸壁へ多層係留し利用者の

安全性や利便性が低下している状況が確認されて

おり（写真―１）、漁船用浮桟橋の利用について
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も漁業者との利用調整の上で受け入れていること

から（写真―２）、今後ヨットの寄港が増加する

ことで漁業活動への支障が懸念されている。

　このような課題を解決するため、漁船とヨット

等の棲み分けを図るとともにヨット等の安全性及

び利便性を向上しさらなるヨットの寄港促進を目

的として漁港管理者である長崎県がヨット受け入

れ用の浮桟橋の整備を予定しており、３月末時点

では調査・設計を進めているところである。さら

に新規整備予定の浮桟橋背後の低利用となってい

る用地を活用してヨット等の来訪者を滞在させて

水産物の消費増進を図る事業を予定している。

　これらの取り組みを漁港及び漁場の整備等に関

する法律の第４条の２で定められた「漁港施設等

活用事業」として実施するため、同法第41条の漁

港施設等活用事業の推進に関する計画（活用推進

計画）についても同協議会で検討を重ね、令和７

年３月末時点で奈良尾漁港における活用推進計画

（案）を策定したところである。今後も漁港管理

者として活用推進計画の策定を目指し、同法第41

条の各項に定められた手続きを進める予定として

いる。

４．上対馬地区の事例

（１）上対馬地区の概要

　上対馬（かみつしま）地区は長崎県の対馬市の

最北端に位置する上対馬町の上対馬町漁協が関わ

る１港湾、７漁港で構成される地区であり、地区

の核となる比田勝（ひたかつ）港は韓国の釜山と

の間に航路を有し、年間約20万人の訪日外国人が

訪れる国際交流の拠点となっている。

　しかし、比田勝港の周辺漁港等においては観光

消費の拡大に向けて潜在的な可能性を有している

ものの、観光コンテンツや受け皿が不足しており

インバウンド需要による漁業者の所得向上等の機

会を損失している状況となっているため、地元漁

協が中心となりこれまで以上に上対馬地区の港湾

と漁港が連携し、海業を推進することとしている。

（２）上対馬地区の海業の取組

　令和５年に水産庁による「海業モデル地区」の

応募が開始されたことをきっかけとして、地元漁

協が中心となった「上対馬海業推進協議会」が設

立された。令和５年度に５回の協議会を開催し、

「食べる」「遊ぶ」「交わる」を柱とした上対馬地

区海業基本構想を作成した。特徴としては各柱に

沿った具体的な内容についてリーダーを定め、誰

がどこで何をするか、という具体的な内容を記載

している点がある。

　令和６年度は核となる比田勝港において国土交

通省港湾局が募集する「釣り文化振興モデル港」

へ応募し８月に認定された（写真―３）。これを

きっかけに協議会内に「釣りたいけん部会」を設

置し、釣り防波堤の一般開放や運営に向けた具体

的な検討を進めるとともに、日本釣り振興協会と

協議を進め「比田勝港釣り施設運営業務要領」の

策定を検討している。

　今後は訪日観光客やファミリー層をメインター

ゲットとした「釣り振興」をきっかけとし、周辺

漁港等での漁家民泊モデル推進や海鮮屋台の展開

など、港湾と漁港の連動により効果を繋げること

を目的としている。

５．おわりに

　長崎県には多種多様な海洋状況・漁業形態があ

り、それに対応するように各漁港・漁村でも様々

な取り組みが行われている。今後も漁業者の所得

向上のため、各地域の特色を活かした海業の取り

組みを支援するとともに漁港施設の有効活用を

図っていきたい。

写真ー３　釣り文化振興モデルの一部
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積算技術情報資料（2024年度版）の発行について

１．経緯

　当センターでは、水産土木事業の設計・積算

業務等に利用していただくため、昭和63年度か

ら「積算技術情報資料」を毎年発行しています。

この資料は、水産土木事業に関する様々な二次

製品等が販売される中で、安心して利用できる

製品のリストを、関係都道府県、市町村等にご

紹介するものであり、水産土木事業に使用する

製品の概要、製品メーカー等への問合先等の情

報を提供し、積算業務の入口資料としてお役に

立てるよう配慮したものとなっています。

２．積算技術情報資料の概要

　本資料に掲載する製品は44項目に分類され、

製品毎に製品の内容や連絡先等が整理され、検

索しやすい資料となっています。

　2024年度版は、昨年11月28日に積算技術情報

検討委員会を開催し、外部からの水産土木技術

の専門家３名により製品登録の妥当性等につい

て検討していただき、その結果、次ページに紹

介しています新たな4製品を加えて合計325製品

を掲載することになりました。

　本資料は、沿海39都道府県の本庁や出先機関、

当センターの会員である市町村、国の行政機関

等に配布しておりますが、以下のリンク先の当

センターホームページにも全文掲載しておりま

す。皆様、是非、ご高覧いただき、本資料に掲

載されている製品の活用につきよろしくお願い

いたします。

https://www.fidec.or.jp/other

表　紙 登録製品の製品分類表
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第18回「築地セミナー」の開催について

　当センターでは、会員の皆様への情報提供と

交流の機会を設けることを目的に、2016年９月

から「築地セミナー」を定期的に開催しており

ます。この度、2025年度第２回目となる「第18

回築地セミナー」を以下のとおり開催いたしま

したので概要をご報告します。

○日時：2025年２月25日（火）15:30 ～ 17:00

○場所：コンワビル　13階　第２・３会議室

○講演テーマ及び講師

「これからの水産基盤整備への期待」

　前水産庁漁港漁場整備部長　田中　郁也氏

　今回は、昨年12月末まで水産庁漁港漁場整備

部長を務めておられた田中 郁也氏を講師にお

招きして、「これからの水産基盤整備への期待」

というテーマで、漁港、漁場、漁村など水産業

をめぐる状況や社会情勢の変化に対応して、組

織体制、関係者の連携やネットワークなどを駆

使してきたこと、また、漁港、漁場や海業など

に対する将来の期待について、約１時間30分に

わたってご講演をいただきました。

　会場には50名を超える会員等の皆様にご参加

いただき、セミナー及びその後の意見交換会を

盛況に開催することができました。

　ご参加いただきました会員等の皆様にお礼申

し上げますとともに、今後も引き続き、不定期

ではありますが年に２～３回程度、このような

セミナーを企画・開催して参りますのでご参加

いただきますようお願いいたします。

当センター吉塚理事長の挨拶

築地セミナーにおけるこれまでの講演内容

田中　郁也氏の講演
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当センターの令和７年度の事業計画について

　今月から当センターの新たな事業年度が始ま

りましたが、令和７年度における当センターの

事業は、令和７年３月25日に開催された令和６

年度第２回理事会で承認された以下の事業計画

に沿って着実に推進していきますので、会員等

関係者の皆様におかれましては、引き続き、ご

協力を頂けますようよろしくお願いいたしま

す。

＜当センターの令和７年度事業計画＞

Ⅰ　令和７年度事業計画

１．活動方針

　令和７年度においては、当センター事業の３

本の柱である①水産土木工事等に関する業務に

対する支援、②水産土木工事等に関する技術等

に係る調査・研究及び普及、③水産土木工事等

に関する技術者の育成にかかる事業について、

引き続き、着実に推進していくものとする。

　特に、令和７年度は、センター本来の役割と

して、技術者が不足する地方公共団体が行う水

産基盤整備事業及び災害復旧事業が円滑に推進

されるよう支援することを中心に、以下の取り

組みを重点的に行っていくものとする。

（１）技術者が不足する地方公共団体への技術

的支援に関する取り組みの推進

① 能登半島地震による災害を円滑に復旧

するための発注者支援業務の積極的な

推進

② 地方公共団体との災害復旧支援協定の

締結による復旧支援体制の構築

③ 地方公共団体が行う漁港等の機能保全

業務（点検・調査等）の支援強化

④ 地方公共団体が行う事業に対する発注

者支援業務、漁場整備に係る効果調査

業務等の強化

⑤ 地方公共団体との関係性の強化（アン

ケートによる支援要望の把握、コンシェ

ルジュ（市町村への個別担当者）によ

る対応等）

⑥ 関係団体とともに市町村支援の機会拡

大に向けた取り組みの推進（支援内容

の周知活動の推進等）

（２）当センターの技術を用いた業務及び更な

る技術力向上への取り組みの推進

① 国の直轄調査等の実施（直轄調査（積算、

施工管理、施設の維持管理、藻場整備

等）、フロンティア事業関連調査（積算、

施工管理、効果調査等））

② 自主研究の充実（漁場整備効果の把握

等））

③ 職員の資質の向上（講習会参加、資格

取得、技術開発等）

④ 関係団体等との連携強化（業務連携に

よる効果的な支援業務の検討等）

２．総会及び理事会の開催

　総会及び理事会を以下のとおり開催する。

（１）第39回定時総会（６月16日）

（２）令和７年度第１回理事会（５月下旬）

（３）令和７年度第２回理事会（３月下旬）

３．事業の実施

（１）水産土木工事等に関する業務に対する支援

　水産基盤整備の工事に関する国及び地方

公共団体からの発注者支援業務（調査、積

算、監督検査等）を受託する。

（２）水産土木工事等に関する技術等に係る調

     査・研究及び普及

　当センターの持つ技術力を生かし、以下の

とおり、各種調査や自主事業を実施し、また、

研修会等によりその技術等を普及する。

（２）の１　国及び地方公共団体等からの受託

           調査

① 積算基準改定のための検討調査（漁港

漁場関係積算施工技術協議会の運営と

施工実態調査等）

② 厳しい環境条件下におけるサンゴ礁の

面的保全・回復技術開発等に関する調
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査（海洋環境等変化に順応できるサン

ゴの開発・普及）（一部、公益目的支出

計画における実施事業に該当（以下、「実

施事業」という。））

③ 海水温上昇に対応できる藻場造成手法

に係る調査（海域における実証試験、

食害対策の技術開発）（実施事業）

④ 水産基盤施設の長寿命化対策に関する

調査（新技術の普及促進、適切な機能

保全計画の見直しのための検討）（実施

事業）

⑤ 水産多面的機能発揮対策のための支援

に関する調査（保全手法等の普及、多

様な主体との連携の分析等）（実施事業）

⑥ 大型魚礁等の効果把握に関する調査（魚

礁効果診断システムを用いた魚礁利用

実態等の定量的把握）

⑦ 特定直轄漁港漁場整備事業の事業実施

に関する調査（フロンティア漁場事業

の実施検討等）

（２）の２　自主事業

〇ドローンを用いた増殖場等の経年モニタ　

リング調査

（２）の３　普及（論文発表、会報発刊、講演会等）　　　

　　　　　（実施事業）

① 水産多面的機能発揮対策事業における

技術支援等

② 日本水産工学会、土木学会（海洋開発）

等への論文の発表

③ 積算技術情報資料、水産土木工事実施

担当職員研修会資料のとりまとめと地

方公共団体等への配布

④ 会報（センターの事業・調査成果等）の

刊行と会員等への配布

⑤ 総会終了後の講演会の開催

（３）水産土木工事等に関する技術者の育成

① 水産工学技士（水産土木部門）養成事業

　企業の技術者を対象に、講習会（講義の

Web配信を併せて実施。判定試験を含む。）

及びフォローアップ研修会を下表のとおり

実施する（（一社）大日本水産会及び（公社）

日本水産資源保護協会と共催）。なお、札

幌市及び那覇市においては、講習会を開催

せずあらかじめ講義のWeb配信を実施した

上で判定試験のみを行う。

　また、水産工学技士資格の活用を目指し

て、「水産工学技士関係企業等名簿」を地

方公共団体等へ配布する。

② 水産土木技術者養成事業

　地方公共団体の技術職員等を対象に、①

に合わせて実施する（水産庁後援予定）。

③ 水産土木工事実施担当職員研修会

　地方公共団体の職員を対象に、１月に東

京にて実施する。

④ 漁港漁場関係工事積算基準講習会

　地方公共団体及び企業の職員を対象に、

６月に東京、仙台、福岡及び神戸にて実施

する（（一社）全日本漁港建設協会との共

催）。

⑤ 地方の漁港漁場協会等が実施する研修

会への講師派遣
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令和７年度 漁港漁場関係工事積算基準講習会のご案内

１．開催の目的

　本講習会は、漁港漁場関係工事における水産

庁の取組、令和７年度から適用される積算基準

の改定内容の他、工事費算定の基礎、工事に係

る資材単価の動向、現場の施工実態といった積

算に係る内容等について、漁港漁場工事の第一

線で活躍中の実務者に対し早急な周知徹底を図

るため、水産庁の御後援をいただき「一般社団

法人全日本漁港建設協会」と共催で以下のとお

り開催いたしますのでご案内させていただきます。

２．日時・会場

３．講習内容

○「水産庁における品質確保に関する取り組みについて」（水産庁 漁港漁場整備部 事業課）

○「漁港漁場関係工事費の積算について～初めて携わる人向け 漁港漁場工事の歩掛単価を詳しく

　解説～」（一般社団法人 水産土木建設技術センター）

○「漁港漁場関係工事積算基準の概要及び改定について～令和７年度積算基準改定のポイント解説～」

　（水産庁 漁港漁場整備部 事業課）

○「最近の資材単価・労務費・市場単価の動向等について」（一般財団法人 経済調査会）

○「現場からの視点による設計・積算について～現場条件、施工規模等により積算基準の適用と施

　工実態に乖離が発生した工事を事例として～」（一般社団法人 全日本漁港建設協会）

４．受講料（テキスト代含む）

①「(一社)水産土木建設技術センター及び(一社)全日本漁港建設協会の正会員及び賛助会員」、「国・

　都道府県・市町村職員」：　５,５００円（税込）

② 上記以外の受講者　：１２,１００円（税込）

５．申込方法

　受講希望者は、以下の事務局ＨＰより受講申込書をダウンロードしていただき必要事項を記入の

うえ、各会場の申込締切日までに事務局までＦＡＸ又は電子メールにてお申し込み下さい。

＜申込締切日＞

　東京会場：令和７年５月27日（火）、福岡会場・神戸会場：令和７年６月４日（水）、

　仙台会場：令和７年６月９日（月）

＜事務局＞ 一般社団法人 全日本漁港建設協会　　担当者：田原、國武（ mail：info@zengyoken.jp）

　　　　　　　〒104-0032 東京都中央区八丁堀３-25-10 JR八丁堀ビル５階

　　　　　　　　　TEL：03-6661-1155　　FAX：03-6661-1166

　　　　　　　　　ＨＰ：https://zengyoken.jp/blog/news/activity/news
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当センターの第39回定時総会及び講演会の開催について

　当センターの第39回定時総会を以下のとおり

開催いたします。

〇日時：令和７年６月16日（月）

　　　　午後１時30分から

〇場所：東京都中央区築地１－12－22

　　　　コンワビル13階　第２･３会議室

　また、定時総会終了後に講演会を以下のとおり開

催します。会員等の皆様の御出席をお願い致します。

〇講師：長崎大学海洋未来イノベーション機構

　　　　　　　　　　　征矢野　清　教授

〇内容：環境保全型養殖の実現に向けて

〜「なががきBLUEエコノミー」の取り組み〜

　

２ １ ４

２月５日

２月６日
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